
－ 1 －

令

和

七

年

十

一

月
第
三
百
二
十
四
回
定
例
会
提
出
議
案

青

森

県

議

会

番

号

件

名

摘

要

議

案

令
和
七
年
度
青
森
県

１

歳
入
歳
出
予
算
の
補
正

第

一

号

一
般
会
計
補
正
予
算

百
四
十
一
億
七
千
三
百
十
六
万
五
千
円

（
第
三
号
）
案

（
補
正
後
の
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
）

七
千
二
百
六
十
五
億
九
千
三
百
十
七
万
三
千
円

２

継
続
費
の
補
正

七
戸
養
護
学
校
校
舎
増
築
事
業
費

３

繰
越
明
許
費
の
補
正

障
が
い
者
交
流
施
設
運
営
費
ほ
か
四
十
八
件

４

債
務
負
担
行
為
の
補
正

青
森
県
男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー
及
び
青
森
県

子
ど
も
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
管
理
委
託
代
金
ほ
か

三
十
六
件

（
担
当
課

財
政
課
）

議

案

令
和
七
年
度
青
森
県

〇

歳
入
歳
出
予
算
の
補
正

第

二

号

療
育
福
祉
・
医
療
療

二
千
四
百
九
十
五
万
円

育
セ
ン
タ
ー
特
別
会

（
補
正
後
の
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
）

計
補
正
予
算
（
第
一

二
十
一
億
四
千
三
百
七
十
六
万
七
千
円

号
）
案

（
担
当
課

財
政
課
）



－ 2 －

番

号

件

名

摘

要

議

案

令
和
七
年
度
青
森
県

１

歳
入
歳
出
予
算
の
補
正

第

三

号

港
湾
整
備
事
業
特
別

０
（
款
項
の
区
分
ご
と
の
金
額
の
補
正
）

会
計
補
正
予
算
（
第

（
補
正
後
の
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
）

二
号
）
案

二
十
二
億
四
千
六
百
八
十
二
万
五
千
円

２

債
務
負
担
行
為
の
補
正

令
和
七
年
度
青
森
港
油
川
地
区
ふ
頭
用
地
造
成

事
業
費
ほ
か
一
件

（
担
当
課

財
政
課
）

議

案

令
和
七
年
度
青
森
県

○

歳
入
歳
出
予
算
の
補
正

第

四

号

管
理
特
別
会
計
補
正

四
十
三
万
六
千
円

予
算
（
第
一
号
）
案

（
補
正
後
の
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
）

四
億
五
千
三
百
三
十
一
万
二
千
円

（
担
当
課

財
政
課
）

議

案

令
和
七
年
度
青
森
県

○

歳
入
歳
出
予
算
の
補
正

第

五

号

駐
車
場
事
業
特
別
会

０
（
款
項
の
区
分
ご
と
の
金
額
の
補
正
）

計
補
正
予
算
（
第
一

（
補
正
後
の
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
）

号
）
案

三
千
二
百
万
二
千
円

（
担
当
課

財
政
課
）



－ 3 －

番

号

件

名

摘

要

議

案

令
和
七
年
度
青
森
県

〇

歳
入
歳
出
予
算
の
補
正

第

六

号

鉄
道
施
設
事
業
特
別

百
三
十
七
万
八
千
円

会
計
補
正
予
算
（
第

（
補
正
後
の
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
）

一
号
）
案

七
十
八
億
二
百
二
十
五
万
六
千
円

（
担
当
課

財
政
課
）

議

案

令
和
七
年
度
青
森
県

○

歳
入
歳
出
予
算
の
補
正

第

七

号

小
規
模
企
業
者
等
設

九
十
三
万
五
千
円

備
導
入
資
金
特
別
会

（
補
正
後
の
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
）

計
補
正
予
算
（
第
一

二
十
三
億
九
千
五
百
二
十
万
六
千
円

号
）
案

（
担
当
課

財
政
課
）

議

案

令
和
七
年
度
青
森
県

１

中
央
病
院

第

八

号

病
院
事
業
会
計
補
正

収
益
的
収
入
及
び
支
出
の
予
定
額
の
補
正

予
算
（
第
二
号
）
案

収
入

八
百
六
十
三
万
二
千
円

支
出

二
億
八
千
四
百
五
十
二
万
五
千
円

２

つ
く
し
が
丘
病
院

収
益
的
支
出
の
予
定
額
の
補
正

支
出

三
千
七
百
十
三
万
千
円

３

債
務
負
担
行
為
の
補
正

令
和
七
年
度
電
子
カ
ル
テ
等
基
幹
シ
ス
テ
ム
更

新
事
業
費

（
担
当
課

財
政
課
）



－ 4 －

番

号

件

名

摘

要

議

案

令
和
七
年
度
青
森
県

○

債
務
負
担
行
為
の
補
正

第

九

号

下
水
道
事
業
会
計
補

令
和
七
年
度
岩
木
川
流
域
下
水
道
事
業
汚
泥
等

正
予
算
（
第
二
号
）

運
搬
処
分
委
託
代
金
ほ
か
六
件

案

（
担
当
課

財
政
課
）

議

案

青
森
県
政
党
交
付
金

政
党
交
付
金
に
係
る
都
道
府
県
提
出
文
書
写
し
交

第

十

号

に
係
る
都
道
府
県
提

付
手
数
料
の
徴
収
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も

出
文
書
写
し
交
付
手

の
で
あ
る
。

数
料
徴
収
条
例
案

（
担
当
課

選
挙
管
理
委
員
会
）

議

案

特
別
職
の
職
員
の
給

知
事
等
の
期
末
手
当
の
支
給
割
合
を
改
め
る
も
の

第

十
一

号

与
に
関
す
る
条
例
の

で
あ
る
。

一
部
を
改
正
す
る
条

例
案

（
担
当
課

人
事
課
）



－ 5 －

番

号

件

名

摘

要

議

案

職
員
の
給
与
に
関
す

令
和
七
年
十
月
六
日
付
け
の
青
森
県
人
事
委
員
会

第

十
二

号

る
条
例
等
の
一
部
を

か
ら
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
報
告
及
び
勧
告
に

改
正
す
る
条
例
案

基
づ
き
、
職
員
の
給
料
月
額
並
び
に
初
任
給
調
整
手

当
、
通
勤
手
当
、
宿
日
直
手
当
、
期
末
手
当
及
び
勤

勉
手
当
の
額
等
を
改
定
し
、
並
び
に
特
地
勤
務
手
当

に
準
ず
る
手
当
に
係
る
支
給
対
象
職
員
の
範
囲
を
拡

大
し
、
並
び
に
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
の
支
給

基
準
を
改
め
る
と
と
も
に
支
給
限
度
額
を
引
き
上
げ

る
も
の
で
あ
る
。

（
担
当
課

人
事
課
）



－ 6 －

番

号

件

名

摘

要

議

案

青
森
県
議
会
議
員
の

県
議
会
議
員
の
期
末
手
当
の
支
給
割
合
を
改
め
る

第

十
三

号

期
末
手
当
支
給
条
例

も
の
で
あ
る
。

の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
案

（
担
当
課

人
事
課
）

議

案

青
森
県
知
事
の
権
限

知
事
の
権
限
に
属
す
る
農
地
中
間
管
理
事
業
の
推

第

十
四

号

に
属
す
る
事
務
の
事

進
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
事
務
を
市
町
村
が
処
理

務
処
理
の
特
例
に
関

す
る
こ
と
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
案

（
担
当
課

市
町
村
課
）

議

案

青
森
県
入
浴
施
設
に

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に

第

十
五

号

お
け
る
レ
ジ
オ
ネ
ラ

支
援
す
る
た
め
の
法
律
の
改
正
に
伴
う
所
要
の
整
理

症
の
発
生
の
予
防
に

を
行
う
も
の
で
あ
る
。

関
す
る
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
案

（
担
当
課

保
健
衛
生
課
）



－ 7 －

番

号

件

名

摘

要

議

案

青
森
県
企
業
職
員
の

特
地
勤
務
手
当
に
準
ず
る
手
当
に
係
る
支
給
対
象

第

十
六

号

給
与
の
種
類
及
び
基

職
員
の
範
囲
を
拡
大
す
る
も
の
で
あ
る
。

準
に
関
す
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条

例
案

（
担
当
課

病
院
局
運
営
部
）

議

案

義
務
教
育
諸
学
校
等

教
職
調
整
額
の
額
を
改
定
し
、
及
び
指
導
改
善
研

第

十
七

号

の
教
育
職
員
の
給
与

修
被
認
定
者
に
教
職
調
整
額
を
支
給
し
な
い
こ
と
と

等
の
特
例
に
関
す
る

す
る
も
の
で
あ
る
。

条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
案

（
担
当
課

職
員
福
利
課
）

議

案

職
員
の
特
殊
勤
務
手

多
学
年
学
級
担
当
手
当
を
廃
止
す
る
も
の
で
あ
る
。

第

十
八

号

当
に
関
す
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条

例
案

（
担
当
課

職
員
福
利
課
）



－ 8 －

番

号

件

名

摘

要

議

案

青
森
県
政
治
資
金
に

確
認
書
及
び
光
デ
ィ
ス
ク
に
よ
り
写
し
を
交
付
す

第

十
九

号

係
る
収
支
報
告
書
等

る
場
合
に
係
る
政
治
資
金
に
係
る
収
支
報
告
書
等
写

写
し
交
付
手
数
料
等

し
交
付
手
数
料
並
び
に
光
デ
ィ
ス
ク
に
よ
り
写
し
を

徴
収
条
例
の
一
部
を

交
付
す
る
場
合
に
係
る
政
治
資
金
に
係
る
少
額
領
収

改
正
す
る
条
例
案

書
等
写
し
交
付
手
数
料
を
徴
収
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
担
当
課

選
挙
管
理
委
員
会
）

議

案

青
森
県
議
会
議
員
及

公
職
選
挙
法
の
改
正
に
伴
う
所
要
の
整
備
を
行
う

第

二
十

号

び
青
森
県
知
事
の
選

も
の
で
あ
る
。

挙
に
お
け
る
選
挙
運

動
用
自
動
車
の
使
用

等
の
公
営
に
関
す
る

条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
案

（
担
当
課

選
挙
管
理
委
員
会
）



－ 9 －

番

号

件

名

摘

要

議

案

当
せ
ん
金
付
証
票
の

令
和
八
年
度
に
お
け
る
当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売

第
二
十
一
号

発
売
金
額
の
決
定
の

金
額
の
限
度
額
を
定
め
る
も
の
で
あ
る
。

件

（
担
当
課

財
政
課
）

議

案

工
事
の
請
負
契
約
の

１

工
事
の
表
示

第
二
十
二
号

件

旧
ラ
・
プ
ラ
ス
青
い
森
大
規
模
改
修
工
事

２

請
負
代
金

十
五
億
七
千
八
百
五
十
万
円

３

契
約
の
相
手
方

阿
部
重
・
倉
橋
・
寺
下
特
定
建
設
工
事
共
同
企

業
体

（
担
当
課

財
産
管
理
課
）

議

案

損
害
賠
償
の
額
の
決

青
森
県
立
中
央
病
院
に
お
い
て
発
生
し
た
医
療
事

第
二
十
三
号

定
の
件

故
に
よ
っ
て
個
人
Ａ
が
そ
の
死
亡
時
に
お
い
て
な
お

生
存
し
て
い
た
可
能
性
を
侵
害
し
た
こ
と
に
よ
り
生

じ
た
損
害
に
つ
い
て
の
県
の
同
人
の
妹
で
あ
る
青
森

市
在
住
個
人
Ｂ
に
対
す
る
損
害
賠
償
の
額
を
定
め
る

も
の
で
あ
る
。

〇

損
害
賠
償
の
額

八
百
万
円

（
担
当
課

病
院
局
運
営
部
）



－ 10 －

番

号

件

名

摘

要

議

案

公
の
施
設
の
指
定
管

１

公
の
施
設
の
名
称

第
二
十
四
号

理
者
の
指
定
の
件

青
森
県
男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー

青
森
県
子
ど
も
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー

２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

未
来
へ
つ
な
ぐ
ネ
ッ
ト
あ
お
も
り
グ
ル
ー
プ

青
森
市
問
屋
町
一
丁
目
一
一
の
二
七

青
森
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ビ
ジ
ネ
ス
株
式
会
社

弘
前
市
大
字
北
瓦
ケ
町
一
三
の
一

成
商
ビ
ル
管
理
株
式
会
社

青
森
市
新
町
二
丁
目
五
の
一

株
式
会
社
角
弘

３

指
定
の
期
間

令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
三
年
三
月
三
十
一

日
ま
で

（
担
当
課

県
民
活
躍
推
進
課
）

議

案

公
の
施
設
の
指
定
管

１

公
の
施
設
の
名
称

第
二
十
五
号

理
者
の
指
定
の
件

青
森
県
立
三
沢
航
空
科
学
館

２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

ジ
ャ
ン
プ
ア
ッ
プ
み
さ
わ

三
沢
市
栄
町
一
丁
目
三
一
の
三
八
〇
八

育
栄
管
財
株
式
会
社

三
沢
市
日
の
出
一
丁
目
九
四
の
四
九
六

特
定
非
営
利
活
動
法
人
テ
イ
ク
オ
フ
み
さ
わ

東
京
都
港
区
台
場
二
丁
目
三
の
四

株
式
会
社
乃
村
工
藝
社

３

指
定
の
期
間

令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
三
年
三
月
三
十
一

日
ま
で

（
担
当
課

観
光
政
策
課
）



－ 11 －

番

号

件

名

摘

要

議

案

公
の
施
設
の
指
定
管

１

公
の
施
設
の
名
称

第
二
十
六
号

理
者
の
指
定
の
件

岩
木
川
流
域
下
水
道
の
発
生
汚
泥
の
肥
料
化
に

係
る
施
設
以
外
の
施
設

２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

青
森
市
中
央
三
丁
目
二
一
の
九

公
益
財
団
法
人
青
森
県
建
設
技
術
セ
ン
タ
ー

３

指
定
の
期
間

令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
三
年
三
月
三
十
一

日
ま
で

（
担
当
課

都
市
計
画
課
）

議

案

公
の
施
設
の
指
定
管

１

公
の
施
設
の
名
称

第
二
十
七
号

理
者
の
指
定
の
件

岩
木
川
流
域
下
水
道
の
発
生
汚
泥
の
肥
料
化
に

係
る
施
設

２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

弘
前
市
大
字
馬
屋
町
三

株
式
会
社
Ｓ
＆
Ｋ
青
森

３

指
定
の
期
間

令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
二
十
八
年
三
月
三
十
一

日
ま
で

（
担
当
課

都
市
計
画
課
）

議

案

公
の
施
設
の
指
定
管

１

公
の
施
設
の
名
称

第
二
十
八
号

理
者
の
指
定
の
件

馬
淵
川
流
域
下
水
道

２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

青
森
市
中
央
三
丁
目
二
一
の
九

公
益
財
団
法
人
青
森
県
建
設
技
術
セ
ン
タ
ー

３

指
定
の
期
間

令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
三
年
三
月
三
十
一

日
ま
で

（
担
当
課

都
市
計
画
課
）



－ 12 －

番

号

件

名

摘

要

議

案

公
の
施
設
の
指
定
管

１

公
の
施
設
の
名
称

第
二
十
九
号

理
者
の
指
定
の
件

十
和
田
湖
特
定
環
境
保
全
公
共
下
水
道

２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

青
森
市
中
央
三
丁
目
二
一
の
九

公
益
財
団
法
人
青
森
県
建
設
技
術
セ
ン
タ
ー

３

指
定
の
期
間

令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
三
年
三
月
三
十
一

日
ま
で

（
担
当
課

都
市
計
画
課
）

議

案

公
共
施
設
等
の
整
備

八
戸
合
同
庁
舎
整
備
事
業
に
つ
い
て
、
八
戸
合
同

第

三
十

号

等
に
関
す
る
事
業
契

庁
舎
の
整
備
に
要
す
る
費
用
の
物
価
の
変
動
に
基
づ

約
の
一
部
変
更
の
件

く
改
定
に
よ
る
契
約
金
額
の
変
更
を
す
る
も
の
で
あ

る
。

（
担
当
課

財
産
管
理
課
）



－ 13 －

番

号

件

名

摘

要

議

案

公
立
大
学
法
人
青
森

公
立
大
学
法
人
青
森
県
立
保
健
大
学
の
中
期
目
標

第
三
十
一
号

県
立
保
健
大
学
の
中

を
定
め
る
も
の
で
あ
る
。

期
目
標
の
策
定
の
件

（
担
当
課

健
康
医
療
福
祉
政
策
課
）

議

案

青
森
県
教
育
委
員
会

青
森
県
教
育
委
員
会
委
員
新
藤
幸
子
氏
の
任
期
が

し

ん

ど
う

さ

ち

こ

第
三
十
二
号

委
員
の
任
命
の
件

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日
を
も
っ
て
満
了
す
る
の

で
、
後
任
の
委
員
の
任
命
に
つ
い
て
同
意
を
得
る
も

の
で
あ
る
。

（
担
当
課

人
事
課
）



－ 14 －

番

号

件

名

摘

要

報

告

専
決
処
分
し
た
事
項

１

和
解
の
相
手
方

第

一

号

の
報
告
の
件
（
和
解

上
北
郡
七
戸
町
在
住

の
件
）

個
人
Ａ

２

和
解
の
内
容

県
は
、
令
和
七
年
五
月
二
十
日
東
津
軽
郡
平
内

町
大
字
清
水
川
字
往
来
道
添
二
八
地
内
の
清
水
川

漁
港
内
物
揚
場
に
お
い
て
、
当
該
物
揚
場
の
側
溝

の
蓋
の
不
備
に
伴
う
事
故
に
よ
っ
て
個
人
Ａ
所
有

の
自
動
車
が
損
傷
し
た
こ
と
に
よ
り
生
じ
た
損
害

の
賠
償
金
と
し
て
、
同
人
に
対
し
て
金
十
二
万
四

千
九
十
一
円
を
支
払
う
。

（
令
和
七
年
十
月
二
十
八
日
専
決
処
分
）

（
担
当
課

漁
港
漁
場
整
備
課
）

報

告

専
決
処
分
し
た
事
項

１

和
解
の
相
手
方

第

二

号

の
報
告
の
件
（
和
解

平
川
市
在
住

の
件
）

個
人
Ａ

２

和
解
の
内
容

県
は
、
令
和
七
年
四
月
二
十
一
日
平
川
市
館
山

板
橋
一
〇
の
一
地
先
の
県
道
に
お
い
て
、
当
該
県

道
の
穴
ぼ
こ
に
起
因
す
る
事
故
に
よ
っ
て
個
人
Ａ

所
有
の
自
動
車
が
損
傷
し
た
こ
と
に
よ
り
生
じ
た

損
害
の
賠
償
金
と
し
て
、
同
人
に
対
し
て
金
五
千

百
三
十
円
を
支
払
う
。

（
令
和
七
年
十
一
月
七
日
専
決
処
分
）

（
担
当
課

道
路
課
）



－ 15 －

番

号

件

名

摘

要

報

告

専
決
処
分
し
た
事
項

１

和
解
の
相
手
方

第

三

号

の
報
告
の
件
（
和
解

上
北
郡
六
ケ
所
村
在
住

の
件
）

個
人
Ａ

２

和
解
の
内
容

県
は
、
令
和
七
年
五
月
三
日
上
北
郡
六
ケ
所
村

大
字
鷹
架
字
発
茶
沢
二
の
一
二
地
先
の
国
道
に
お

い
て
、
当
該
国
道
の
穴
ぼ
こ
に
起
因
す
る
事
故
に

よ
っ
て
個
人
Ａ
所
有
の
自
動
車
が
損
傷
し
た
こ
と

に
よ
り
生
じ
た
損
害
の
賠
償
金
と
し
て
同
人
に
対

し
て
金
一
万
二
千
二
百
三
十
円
を
支
払
う
。

（
令
和
七
年
十
一
月
七
日
専
決
処
分
）

（
担
当
課

道
路
課
）

報

告

専
決
処
分
し
た
事
項

１

和
解
の
相
手
方

第

四

号

の
報
告
の
件
（
和
解

黒
石
市
在
住

の
件
）

個
人
Ａ

２

和
解
の
内
容

県
は
、
令
和
七
年
五
月
五
日
青
森
市
大
字
荒
川

字
南
荒
川
山
国
有
林
二
五
四
林
班
と
小
班
地
内
の

国
道
に
お
い
て
、
当
該
国
道
上
の
樹
木
に
接
触
し

た
こ
と
に
よ
っ
て
個
人
Ａ
所
有
の
自
動
車
が
損
傷

し
た
こ
と
に
よ
り
生
じ
た
損
害
の
賠
償
金
と
し
て
、

同
人
に
対
し
て
金
六
万
九
千
八
百
三
十
五
円
を
支

払
う
。

（
令
和
七
年
十
一
月
七
日
専
決
処
分
）

（
担
当
課

道
路
課
）



－ 16 －

番

号

件

名

摘

要

報

告

専
決
処
分
し
た
事
項

１

和
解
の
相
手
方

第

五

号

の
報
告
の
件
（
和
解

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
大
手
町
一
の
一

の
件
）

株
式
会
社
バ
イ
タ
ル
ネ
ッ
ト

２

和
解
の
内
容

県
は
、
令
和
七
年
六
月
二
十
四
日
弘
前
市
大
字

扇
町
二
丁
目
三
の
一
地
内
に
お
い
て
県
が
使
用
す

る
自
動
車
の
運
行
に
よ
る
事
故
に
よ
っ
て
株
式
会

社
バ
イ
タ
ル
ネ
ッ
ト
が
使
用
す
る
自
動
車
が
損
傷

し
た
こ
と
に
よ
り
生
じ
た
損
害
の
賠
償
金
と
し
て
、

同
株
式
会
社
に
対
し
て
金
十
万
八
千
八
百
四
十
五

円
を
支
払
う
。

（
令
和
七
年
十
一
月
七
日
専
決
処
分
）

（
担
当
課

健
康
医
療
福
祉
政
策
課
）

報

告

専
決
処
分
し
た
事
項

１

八
戸
市
在
住

第

六

号

の
報
告
の
件
（
和
解

個
人
Ａ

の
件
）

２

和
解
の
内
容

県
は
、
令
和
七
年
八
月
二
十
五
日
八
戸
市
大
字

尻
内
町
字
鴨
田
七
地
内
に
お
い
て
県
有
自
動
車
の

運
行
に
よ
る
事
故
に
よ
っ
て
個
人
Ａ
所
有
の
自
動

車
が
損
傷
し
た
こ
と
に
よ
り
生
じ
た
損
害
の
賠
償

金
と
し
て
、
同
人
に
対
し
て
金
二
十
万
八
百
六
十

円
を
支
払
う
。

（
令
和
七
年
十
一
月
七
日
専
決
処
分
）

（
担
当
課

地
域
交
通
・
連
携
課
）



－ 17 －

番

号

件

名

摘

要

報

告

専
決
処
分
し
た
事
項

１

和
解
の
相
手
方

第

七

号

の
報
告
の
件
（
和
解

八
戸
市
在
住

の
件
）

個
人
Ａ

２

和
解
の
内
容

県
は
、
令
和
七
年
九
月
六
日
八
戸
市
大
字
尻
内

町
字
鴨
田
七
地
内
に
お
い
て
県
有
自
動
車
の
運
行

に
よ
る
事
故
に
よ
っ
て
個
人
Ａ
所
有
の
自
動
車
が

損
傷
し
た
こ
と
に
よ
り
生
じ
た
損
害
の
賠
償
金
と

し
て
、
同
人
に
対
し
て
金
二
十
九
万
六
千
円
を
支

払
う
。

（
令
和
七
年
十
一
月
七
日
専
決
処
分
）

（
担
当
課

地
域
交
通
・
連
携
課
）


